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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年８月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２７年３月７日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 富山県射水
い み ず

市新湊漁港の西防波堤北側 

 新湊漁港西防波堤灯台から真方位０５０°２５ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４７.２６′ 東経１３７°０５.０５′） 

事故調査の経過  平成２７年３月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 翔
しょう

冠
かん

丸、１１トン 

 ＴＹ２－１５２７（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.４７ｍ（Lr）×４.０８ｍ×１.５８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成２年１０月１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５３年１２月１５日 

  免許証交付日 平成２４年６月４日 

         （平成３０年３月１８日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船首船底部に破口 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、かにかごなわ漁業を終え、平成

２７年３月７日０６時００分ごろ新湊漁港の北東方沖の漁場を発進

し、船長が、操舵室後方の台の上に腰を掛け、約１４ノットの対地速

力で自動操舵により南西進した。 

 船長は、３海里レンジとしたレーダー及びＧＰＳプロッターによ

り、新湊漁港沖の定置網の位置を確認し、新湊漁港西防波堤灯台（以

下「西防波堤灯台」という。）を船首目標として南南西進中、ふだん

どおり、定置網の端を通過したことを確認した後、舵輪の手前に立

ち、操船に当たった。 

 船長は、西防波堤灯台まで約１００ｍに接近したので、港口に向け

ようと左舵を取ったものの、舵が効かず、手動操舵への切替えを行っ

ていなかったことに気付き、手動操舵に切り替えた後、機関操縦レバ

ーを操作して後進一杯としたが、０７時３０分ごろ新湊漁港の西防波
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堤（以下「西防波堤」という。）の北側付近に設置された消波ブロッ

クに衝突した。 

 船長は、衝突の衝撃で顔面を前方の機器に打ち付けて倒れた。 

 本船は、甲板員の操船により新湊漁港へ帰港した。 

 船長は、甲板員が要請した救急車で病院に搬送され、顔面骨下顎骨

骨折、顔面外傷等と診断され、６回通院して治療を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 船長は、約４８年の操業経験があり、西防波堤付近を何回も航行し

た経験があった。 

 船長は、漁場の行き帰りの操船を自ら行っており、操業中は他の乗

組員と共に作業を行っていた。 

 船長は、新湊漁港入港前、いつものように自動操舵から手動操舵へ

の切替えを行ったと思っていたので、舵が効かなかったことに慌てて

しまい、手動操舵に切り替わっていないことにすぐに気付かなかっ

た。 

 本事故当時、操舵装置に異常はなかった。 

 船長は、本事故当時、新湊漁港の東側から出港する漁船がいるの

で、船首目標を西防波堤灯台付近に定めた。 

 船長は、ふだん、自動操舵で航行中は、操舵室後方の台の上に座っ

ているが、手動操舵で航行する時は、立って操船しており、本事故

時、手動操舵に切り替えたと思った地点から立って操船をしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、新湊漁港北東方沖を同漁港へ向けて南南西進中、船長が、

港口に向けようと左舵を取ったところ、自動操舵から手動操舵への切

替えを行っていなかったことから、変針することができず、自動操舵

の状態であることに気付き、手動操舵に切り替えた後、機関操縦レバ

ーを操作して後進一杯としたが、西防波堤北側付近に設置された消波

ブロックに衝突したものと考えられる。 

 船長は、ふだん、新湊漁港入港前、自動操舵から手動操舵への切替

えを行っていたことから、本事故時も手動操舵に切替えたと思い込ん

でいたものと考えられる。 

 船長が、自動操舵から手動操舵への切替えを行っていなかったもの

と考えられるが、その状況については、明らかにすることはできなか

った。 

原因  本事故は、本船が、新湊漁港北東方沖を同漁港に向けて南南西進
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中、船長が、港口に向けようと左舵を取ったところ、自動操舵から手

動操舵への切替えを行っていなかったため、変針することができず、

西防波堤北側付近に設置された消波ブロックに衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操舵切替えの確認は、目視により、確実に行うこと。 

 ・操舵切替ダイヤルを操作した際、舵の作動確認を行うこと。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川県 

富山県 

事故発生場所 
（平成２７年３月７日 

 ０７時３０分ごろ発生） 

西防波堤灯台 

新湊漁港 

伏 木 富 山 港 

新湊漁港区 富 山 県 

射 水 市 

係留場所 予定針路 
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ふだんの手動操舵への切

替え場所 


